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十日町市では、令和６年度のふるさと納税「とおかまち応援寄附金」に
おいて、全国の皆様から12億4,892万2,414円（48,206件）もの温かいご寄
附を賜りました。心より感謝申し上げます。

この度、皆様からの貴重なご支援のおかげで、十日町市民のため、また地
域の発展のために多岐にわたる事業を実施することができました。簡潔で
はございますが、これらの事業を抜粋してご報告させていただきます。

今後とも、皆様からの温かいご支援にお応えできるよう、「選ばれ、住
み継がれるまち とおかまち」の実現に向けて、さらなるまちづくりに邁
進してまいります。引き続きご支援賜りますようお願い申し上げます。

応援いただいた皆様へ



「雪を友とし、雪を楽しむ」という地元住民の想
いから、昭和25年２月に始まった十日町雪ま
つりは、第76回を迎えました。
各地域・団体が取り組む雪像制作、シャトル

バスの運行、雪上アクティビティの企画運営な
どに対して助成を行いました。

活用額：１０，０００，０００円

第76回十日町雪まつりでは、天候に恵まれたこともあり２日間で延58,000人が来訪され、ファミ
リーを中心に盛況でした。

▼冬季誘客イベント助成事業

使い道① 雪まつりや雪を楽しむイベントの開催

活用額：４６，４００，０００円

常設作品を設置した施設は、2022年開催時と比較し、大きく来場者数を伸ばしました。
特に『奴奈川キャンパス』は、１日あたり前回比3.6倍となり、連日多くの方で賑わいを見せました。

使い道② 大地の芸術祭の開催や作品管理

３年に１度の「大地の芸術祭」開催時はもちろ
ん、非開催の年でも越後妻有を楽しめる常設
展示作品を、拠点施設・準拠点施設に制作しま
した。
常設展示作品の定期的な入れ替えにより、大

地の芸術祭のブランド力の向上を図り、多くの
方から越後妻有のファンになっていただける
ような作品展開を実践します。

▼廃校等常設作品設置事業



首都圏を中心に、店舗と個人のお客様約230
件と継続した取引につながり、十日町産品の提
供拡大と多くのファンを獲得することができま
した。

農畜産物やその加工品など、十日町産品の生産及
び販売に取り組む市内事業者の販路拡大を図るた
め、営業マンが営業代行に取り組むとともに、市内
産品の受注ワンストップ化を進めています。

▼小規模事業者等販路開拓支援事業

活用額：２２，２００，０００円

使い道③ 地域経済の活性化・雇用の確保

使い道④ 自然環境の保全・自然エネルギーの活用

活用額：4,500,000円
太陽光発電9件、蓄電池5件、木質バイオマス

ストーブ等16件の設備設置費用に対して補助し
ました。

地球温暖化対策の推進と地域資源を活用した
再生可能エネルギー創出の促進を目的として、家
屋等に自然エネルギーを利用した機器及び設備
を設置する場合に補助金を交付しています。

▼再生可能エネルギー活用促進補助事業

使い道⑤ 障がい者・高齢者にやさしいまちづくり

活用額：2,000,000円

身体障害者手帳の交付の対象とならない難聴の
方に対して、補聴器購入費用を助成しています。
補聴器の装用を促進し、コミュニケーション能力の

向上を図ることで、積極的な社会参加及び地域交
流を支援するとともに、認知症、うつ病等の発症リ
スクの低減を図っています。

▼補聴器等購入費助成事業

79名に補助し、事業費2,537,400円となりました。



十日町市では、昭和50年の姉妹都市提携以
来、イタリア・コモ市との国際交流を続けてい
ます。
両市の青少年交換留学事業や、十日町市内

でイタリアの食や文化を広めるためのイタリア
ンフェアを毎年開催し、両市民が姉妹都市に対
する理解・認知度を高めています。
また、十日町市民が外国の方と交流し、外国

の文化に触れるよい機会となっています。

イタリア・コモ市との交流は50年間続いています。
令和７年に交流50周年を迎えることから、令和６年には50周年記念ロゴを作成しました。

使い道⑦ 国際交流の推進

活用額：６００，０００円

▼コモ市国際交流事業

十日町市では、市街地や山間部の急こう配な
道路に消雪パイプが整備されており、冬の市
民生活や経済活動に欠かせない道路施設と
なっています。
設置から40年を経過した施設も多く、古く

なった設備は順次修繕・改修を行うことで、冬
季の安全な道路交通を確保しています。

44件の修繕・改修工事を行い、事業費14,217,335円となりました。

使い道⑥ 道路や住宅の雪対策

▼十日町地域消雪パイプ修繕事業

活用額：８，８００，０００円



使い道⑧ 文化芸術・スポーツの振興

休日の運動部活動を地域クラブ活動に展開する
ために、受け皿となる「地域スポーツクラブ」の立ち
上げや指導者の確保、継続的に安心して活動でき
る体制づくりなどを支援しました。

6競技（バスケットボール、ソフトテニス、
陸上競技、野球、卓球、アルペンスキー）が試
行活動を始めました。
先行事例をモデルとして他の競技にも展開し、

子どもたちが地域でスポーツを継続して楽しめ
る環境づくりを進めました。

十日町市にある有形・無形文化財を対象に、文化
財を保存し、かつ、その活用を図り、市民の郷土に
対する認識を深め文化の向上に資することを目的
に、文化財の維持、管理及び修理等の経費の一部を
補助しました。

●有形文化財：周辺の草刈り・清掃など
●無形文化財：伝承・継承活動
（学校等での指導や地域での伝承活動など）

▼文化財保存事業

▼地域スポーツクラブ活動体制整備事業

国・県・市の指定文化財43件（うち有形文化財32件、無形文化財11件）に対して補助金を交付し、
文化財の保存・維持管理・継承に寄与することができました。

活用額：１，４００，０００円

活用額：２，１００，０００円

未満児の職員配置を改善したり障がい児に加配
職を付けたりして、保育施設の機能強化を支援す
ることで保育環境の向上を図りました。

使い道⑨ 子育て・教育環境の整備

活用額：9,700,000円

私立保育園等が実施する、未満児保育事業や障が
い児保育事業等に対し、安全に保育できるよう職員
配置にかかる経費を支援しています。

▼特別保育助成事業



十日町市には、30以上のNPO法人がありま
す。
子育て支援、高齢者や障がい者支援、文化ス

ポーツ振興、地域活性化など、多様な事業を実
施しています。
各NPO法人の目指す理念や事業内容を応援

したいという寄附者の想いを交付金として届
けています。

16団体に交付金を交付しました。

活用額：8,200,000円

▼NPO活動支援交付金

使い道⑩ ＮＰＯ法人の支援

地域自治組織とは、自主的・自立的に地域の
活性化や課題解決に取り組む住民組織です。
市内13の組織が、教育支援、高齢者支援、行

事の企画運営など、地域に欠かせない活動を
しています。
各地域を応援したい寄附者の思いを交付金

として届けています。

10団体に交付金を交付しました。

活用額：６，９００，０００円

▼地域自治組織活動支援交付金

使い道⑪ 地域自治組織の支援



公共交通機関を利用して越後湯沢駅から清
津峡へ来訪される観光客の、利便性及び清津
峡から十日町市街地への回遊性を高めるため、
「大地の芸術祭」開催期間（58日間）に下記３
路線の乗合バスを実証事業として運行しまし
た。
①越後湯沢駅発～清津峡～中里支所前行き
②十日町駅発～ベルナティオ経由～清津峡行
き
③R353清津峡入口発～清津峡第一駐車場行
き

活用額：7,500,000円

実証運行バスは計6,343人が利用しました。
越後湯沢駅から清津峡までの利用者が多数を占めましたが、清津峡から十日町駅までの利用者も

一定数見られ、清津峡から十日町市街地への回遊率を高めることができました。
アンケート調査結果：当事業により十日町市中心部へのアクセス性が向上すると思う（やや思う）
と回答した割合 52％

使い道⑫ 市長にお任せ

交通事業者における運転手不足への対応
のため、市内を走行するバスやタクシーの運転
手を新たに採用し、その運転手に就業支度金
を支給する交通事業者に対し、就業支度金の
金額を補助する制度を令和６年度から創設し
ました。

活用額：100,000円

市内のタクシー会社において運転手１名の採用に繋がり、市営バス（タクシー会社に運行委託）
の運行を通じて、地元高校生や高齢者の移動手段の確保に寄与しています。

▼広域移動実証事業

▼地域公共交通人材確保支援事業



介護職員等のキャリアアップ支援や、介護ロ
ボット導入を行った介護サービス事業所を運
営している法人に対して補助金を交付してい
ます。
介護職員等の技術や能力の向上を促進し、

身体的負担の軽減や業務の効率化により、人
材確保及び定着率の向上を図っています。

活用額：２，１００，０００円

介護職員等13人分の研修費用を負担した４法人、介護ロボット見守り機器を５事業所33台導入し
た１法人に対して補助を行いました。

使い道⑫ 市長にお任せ

第７回展（平成30年度）から「大地の芸術祭」
を市立学校の学習活動に積極的に活用してい
ます。
第９回展（令和６年度）では市を代表する地域

資源である「芸術祭」の魅力への理解をより深
める学習活動を支援するために、非常勤指導
主事を配置しました。
児童生徒の作品鑑賞、作家との作品づくりを

コーディネートするなど、学習活動を支援した
ほか、児童生徒に芸術祭の魅力を発信する『芸
術祭通信』は55号を数えました。

活用額：１，５００，０００円

市立学校全27校の児童生徒が作品鑑賞のほか、作品づくりやワークショップ等に参加しました。
また、地域住民や運営団体と協働的な活動（イベントの運営支援、地域内の作品案内、清掃など）
を実践する学校も見られました。

▼介護人材確保・育成支援事業

▼大地の芸術祭活用教育事業



十日町市が届ける、新しいふるさと納税のかたち。
雪深い土地が育んだ食や文化、つくり手の想い――。

寄附という行為を超えて、十日町を知り、惹かれ、好きになる。

そんな出会いを重ねるための直営サイトです。

“応援”から“ファン”、そして地域との“共創”へ。

未来へのつながりがここから始まります。
ご寄附はこちらから

十日町市ふるさと納税直営サイト
「とおかMATCH」がＯＰＥＮしました！

直営化により、運営経費を抑えられることから、他ポータルサイト比べ、返礼品
の必要寄附額を控えめに設定しています。ご寄附の際は是非ご活用ください。



ふるさと納税 世帯別全額控除年間上限目安表

ふるさと納税を行う本
人の給与収入

ふるさと納税を行う方の家族構成

独身または共働き 夫婦
共働き＋子1人
（大学生）

夫婦＋子1人
（高校生）

共働き＋子2人
（大学生と高校生）

300万円 28,000円 19,000円 15,000円 11,000円 7,000円

400万円 42,000円 33,000円 29,000円 25,000円 21,000円

500万円 61,000円 49,000円 44,000円 40,000円 36,000円

600万円 77,000円 69,000円 66,000円 60,000円 57,000円

700万円 108,000円 86,000円 83,000円 78,000円 75,000円

800万円 129,000円 120,000円 116,000円 110,000円 107,000円

900万円 152,000円 143,000円 138,000円 132,000円 128,000円

1,000万円 180,000円 171,000円 163,000円 157,000円 153,000円

1,300万円 326,000円 326,000円 258,000円 261,000円 248,000円

1,600万円 429,000円 429,000円 408,000円 412,000円 396,000円

1,900万円 533,000円 533,000円 512,000円 516,000円 500,000円

2,200万円 640,000円 640,000円 619,000円 623,000円 607,000円

2,500万円 855,000円 855,000円 830,000円 835,000円 817,000円

十日町市の主な返礼品

※自己負担額の2,000円を除く全額が所得税および個人住民税から控除される上限額です。
※掲載している表はあくまで目安です。住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けていない給与所得者のケースとなります。年金収入のみの方や
事業者の方、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けている給与所得者の方の控除額上限は表とは異なりますのでご注意ください。

※「共働き」は、ふるさと納税を行う方本人が配偶者（特別）控除の適用を受けていないケースを指します。（配偶者の給与収入が201万円超の場合）
※「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケースを指します。
※「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。
※中学生以下の子供は（控除額に影響がないため）、計算に入れる必要はありません。

出典：総務省「ふるさと納税ポータルサイト」より抜粋

魚沼産コシヒカリ 妻有ポーク へぎそば

地酒 グレステンナイフ トイレットペーパー



とおかまち応援寄附金（ふるさと納税） お手続きの流れ

お
申
込
み

（①
～
③
の
方
法
）

1

インターネット
でのお申込み

郵送での
お申込み

申込書をお持ちの場合

申込書をお持ちでない場合

市役所（支所）でのお申込み

2

金融機関
での

ご寄附

ゆうちょ銀行でのお振込み

ゆうちょ銀行以外のお振込み

払込取扱票にて全国のゆうちょ銀行でお振込みいただけます。
（手数料無料。払込取扱票がない場合はお届けします）

申込書に記載されている口座へ、金融機関からお振り込み
ください。

インターネットでのご寄附

市役所でのご寄附 十日町市役所会計課窓口、又は各支所窓口にて寄附金をご入金ください。

受
領
証
明
書

お
礼
品
の

お
受
け
取
り

３ 寄附金の入金を確認後、「寄附金受領証明書」を送付します。
また、別便でご指定いただいた「お礼品」を送付します。

※ 十日町市に在住の方は、お礼品の贈呈の対象外となります。
※「NPOの支援」と「地域自治組織の支援」への寄附については、寄附を指定する団体によってお礼品の

贈呈の有無が異なります。

税
金
控
除
の
お
手
続
き

ふるさと納税（寄附）を行った場合、寄附額の
うち2,000円を超える部分について、所得税
と住民税から、原則として全額が控除されます。
（一定の上限はあります。）

控除を受けるためには、ふるさと納税を行っ
た翌年に確定申告を行う必要があります。ただ
し、確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさ
と納税先の自治体数が５団体以内である場合
に限り、確定申告が不要になる「ふるさと納税
ワンストップ特例制度]をご利用いただけます。
（※住民税＝都道府県民税・市町村税）

寄附する度に、必要書類を寄附した自治体に送付
します。そうすることで、寄附金上限内で寄附したう
ち、2,000円を差し引いた金額が住民税から全額
控除されます。

必要書類は、寄附をした年の翌年１月10日
必着で郵送をする必要があります。

【十日町市企画政策課】
電話番号：025-755-5137

申込書を十日町市企画政策課へご郵送ください。

QRコード又はお電話でお問い合わせください。

十日町市役所・支所で申込書をご記入いただき、寄附金をご入金ください。

ふるさと納税
資料請求フォーム

ふるさと納税
「NPO・地域自治組織の支援」
資料請求フォーム

ご
入
金

ご注意

必要
書類

〇寄附金税額控除に係る申告特例申請書
〇個人番号（マイナンバー）および申請者

本人を確認できる書類

１

２

3

各ポータルサイトの手続き方法により決済を行ってください。

「寄附金受領証明書」は、寄附者の確定申告の際に添付する必要があります

４ 税金の控除を受けるには ワンストップ特例制度の利用方法

ご注意

ふるさとチョイス

さとふる

楽天ふるさと納税 JRE MALL ふるさと納税

ANAふるさと納税

ふるなび

ふるさと納税
「ポータルサイト一覧」

au PAY ふるさと納税

セゾンふるさと納税

ふるさとプレミアム

マイナビふるさと納税

ふるラボ

Yahoo!ふるさと納税

Amazonふるさと納税

KABU＆ふるさと納税

とおかMATCH 他


